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1は じめ に

本 稿 で は,ド ー ハ 閣 僚 宣 言(Doha Ministe-

rial Declaration:DMD)で 提 議 され た 多 様 な

問 題 点 の1つ で あ る 環 境 物 品(environmental

goods)の 自 由 化 交 渉 の 現 状1に つ い て 考 察 す

る。

さ て,そ も そ も環 境 物 品 と は何 で あ ろ う か 。

現 状 のWTOに 環 境 物 品 の 定 義 と分 類 は 存 在

しな い 。 環 境 物 品 と は,一 言 で い う と 「環 境 に

よ り よ い 物 品 の 総 称 」2であ る。

こ の 環 境 物 品 交 渉 に 注 目す る 理 由 は,現 行 の

WTOの 複 雑 な 構 造 と役 割 の 変 化 を よ り よ く把

握 す る 試 金 石 と な る か ら で あ る 。WTO体 制 の

前 身 で あ るGATT体 制 と は,周 知 の と お り生

活 水 準 の 向 上,完 全 雇 用 ・実 質 所 得 ・有 効 需 要

の 増 加 と い う 「経 済 的 目的 」 の た め に 物 品 貿 易

の 自 由 化 を促 進 す る機 関 と し て機 能 して き た 。

しか し,WTO体 制 で は,完 全 雇 用 の 実 現 な どの

「経 済 的 目 的 」以 外 に も,第 二 義 的 な が ら,環 境

の 保 護 ・保 全,世 界 の 資 源 の 最 適 利 用 な ど の 「非

経 済 的 目的 」の 促 進 へ の 努 力 も,WTO協 定 の 前

文 で 謳 わ れ て い る 。

こ の よ う にWTOに は,「 経 済 的 目的 」とい う

通 商 規 律 と,「 非 経 済 的 目的 」を ど の よ う に調 整

す る か と い う 問 題 が 浮 上 して い る の で あ る(小

寺[2003]p.8)。 さ て,DMDに お い て 「貿 易 と

環 境 」 と い う テ ー マ で 交 渉 が 決 定 した 項 目 の1

つ に環 境 物 品 の 自 由 化 交 渉 が あ る 。こ の よ う に,

1 2005年2月15日 現在

2 現状 において参照可能な環境産業(environmental indus-

try)の 定義 と,環 境物品の リス トを提供するOECD/Euros-

tat[1999](通 称 「OECDリ ス ト」)に よると,環 境産業 と

は,「環境 リスクを減 少させて,資 源使用 と汚染を最小化す

るための洗浄技術,産 品お よびサ ービス を含み…水,大 気,

土壌への環境損失,な らびにエコシステム,騒 音,廃 棄物 と

関連す る問題への,測 定,防 止,制 限,最 小化あるいは修正

するための物 品およびサービスを生産す る諸活動」(p.9)と

定義 され る。なお,OECDリ ス トの中身については,OECD/

Eurostat[1999]pp.39-44を 参照の こと。

環境物品の 自由化研究 とは,「 経済的 目的」とい

う統一的な視角か ら貿易関係の規律 を行 なう機

関ではない,WTOの 複雑 な構造 とその役割 に

ついての考察の一材料 となるのであ る。

本稿 の課題 は次の2点 である。第1点 目は,

環境物品の 自由化交渉の現状 を把握 す るための

1つ の争点 とその構 造を明示す ることにある。

第2点 目は,そ の争点を通 じて,複 雑 な構 造 を

呈す るWTOの 位置付 けを問 うことである。

本稿の構成 は,以 下の通 りで ある。 まず第2

節では,貿 易環境 委員会特別会合(CTESS)に

て行 なわれている環境物 品の コンセプ ト化の作

業の現状 を考察す る。 第3節 で は,第2節 で得

た2つ の相対す る主張 の争点 を明示 し,そ れ を

通 じて,WTOの 位置付 けを検討す る。

2CTESSに おけ る交渉の現状

―2つ のア プローチを中心 に

現 状 の環 境 物 品 交渉 は,貿 易 環 境 委 員 会

(CTE)の 支持の もと,非 農産品市場 アクセ ス

(NAMA)交 渉 にて行われている。 しか し,上

述の通 り環境物品の定義 と品 目 リス トが存在 し

ないため,NAMA交 渉は充分 に進展 していな

い。 した がって,貿 易 環 境 委 員 会 特 別 会 合

(CTESS)に て行なわれている環境 物品のコン

セプ トの明確化の作業が注視 されてい る。

現状のCTESSで は,交 渉 を進め るためのア

プ ローチ として次の2つ に注 目が集 まって い

る。1つ は トップ ダウ ンアプ ローチ(top-down

approach)で あ り,も う1つ はボ トムァ ップァ

プ ローチ(bottom-up approach)で あ る。前

者は,ま ず環境物品の評価基準 を定め,そ れに

基づ いて環境 物 品 を認 定す る とい う方法 であ

る。後者 は,ま ず具体 的な品 目リス トを作 り,

それを交渉 の材料 に して環境物品 を認定する と

い う方法であ る。

以下では,ま ず環境物 品の評価基準作成の作

業 を,続 いて各国が独 自に作成 した品 目 リス ト
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表1主 要国の提案状況

PPM品 目リス ト コンセプ ト化 地球環境 目標

米 国 △ △△

ニュー ジー ラン ド△△△

EC○○○

スイス ○ ○ ○

台湾 △ ● ○

日本 △ ●

オース トラ リア△

韓 国 △□ ○

タイ△ ○

カタール ●

出 所)TN/TE/R/10,TN/TE/R/9,TN/TE/W/44,TN/MA/W/18Add.5,TN/TE/W/38,TN/TE/W/19,TN/MA/

W/24,TN/MA/W/1,TN/MA/W/15,TN/TE/W/17,TN/TE/R/3よ り作成

注)○ は そ の項 目 に賛 成 した こ と を,△ は その項 目 に反 対 した こ とを,● は そ の項 目 を提 案 した こ とを,そ して 口 は,

そ の 項 目の提 案 準 備 中 で あ る こ とを それ ぞ れ 意味 す る。

の提出状況 をそれ ぞれ考察 し,交 渉の現状 を検

討す る。

2-1環 境物品の評価基準作成の現状

現状の環境 物品の評価基準作成の作業 は,充

分な進展 をみせ ていない。 したが って,確 定的

な議論 を提示す るに至 っていない。その原因は,

各国の環境意識 の統一の困難性の ためであると

考え られ る3。交渉 の成果 ら しきものは,次 の2

つの評価基準の採否 に関す るコンセ ンサスが得

つつ あ る点だ けであろ う(主 要 各国の提案 に関

しては,表1を 参照の こ と)。

1つ は,生 産工程方法(PPM)を 環境物品の

認定基準 として用い るこ とに反対 というもので

あ り,ま た1つ は,最 終用途 目的(end-use)を

用い るこ とに賛成 とい うもの である。PPM4に

関 しては,産 品非関連(non-product-related)

PPM5を 基準 に物 品の差別化 がで きない という

現状のWTOル ール と整合的な見解であ る。そ

3 日野[2004]で は,「節水型洗濯機」と通常の 「洗濯機」
を区別してノミネートした「日本リスト」に対して,多 くの
加盟国には,そ のような区別はないと批判したチリの事例
(TN/MA/W/17,para.18)か ら,環境意識の統一の困難性
を指摘していた(p.161)。
4 PPMと は,「一般的に産品が生産されるその工程と方法,
さらに天然資源などが摘出されたり,動植物の飼育,屠殺す
る方法などをさす」(OECD[1997]p.7)。

の 理 由 は,生 産 方 法 の 違 い は 産 品 の 費 用 を決 定

す る も っ と も基 本 的 な 条 件 で あ る た め,こ れ を

基 準 に 産 品 の 差 別 化 を す る と,あ ら ゆ る種 類 の

産 品 の 差 別 化 が 可 能 に な り,そ し て そ れ は 同 時

に あ ら ゆ る種 類 の 産 品 に 対 して 保 護 主 義 的 な 要

請 を生 み 出 す 根 拠 を 与 え る こ と に な る と考 え ら

れ る か らで あ る(天 野[2003]p.99)。 ま た,最

終 用 途 目的 に 関 し て は,デ ュ ア ル ユ ー ス(dual

use)6と い う 問 題 点 が あ りな が ら も,PPMを 考

慮 しな くて よ く,現 行 のWTOル ー ル に 整 合 的

で あ る と い う点 で,各 国 が 賛 成 して い る 。

しか し,こ の 見 解 に 異 を 唱 え る少 数 意 見 も 当

然 存 在 す る。た と え ばEC7は,PPMを め ぐ っ て

は,「 材 料 と生 産 の あ り方 」(sustainable pro-

duction characteristics)を 物 品 の 基 準 と して

5 産品非関連PPMと は
,「産 品のそれ 自体の特性 に関係せ

ず,生 産 の段階 で環境 にマ イナ スの影 響 を及ぽ す ような

PPM」 をさす(OECD[1997]p.7)。 一方,産 品関連PPM

とは,「産品が消費 または使用 された場合,産 品のそれ自体

が環境への負荷や汚染 などの影響 を及ぼす,産 品の性 格 を

規定するPPM」 を さす(OECD[1997]p.7)。 なお産品関

連PPMに は,fTBT協 定が適用される。
6 デュアルユ ース問題 とは

,環 境 に資 す る使 用(environ-

mental use)と 環境 に資 さない使用(non-environmental

use)と いう2つ の環境 に与 える影響 が異 なる使用方法 を持

つ物品をどの ように判断す るか という問題であ る。
7 ECと は,EUがWTO加 盟の際に登録 した名称である。

したがって,EUは,WTOの 公式文書 ではECと 記 される。
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考 慮 す る 議 論 を 受 け 入 れ る と 述 べ て い る

(TN/MA/W/1,para.6)。 ま た,ス イ ス もPPM

基 準 禁 止 の 決 断 に は 否 定 的 で あ る(TN/TE/

R/10,para.60)。

さ て,こ こ で1つ 疑 問 が 生 じ る 。 そ れ は,な

ぜEC・ ス イ ス は,大 勢 の 意 見 に 反 して こ の よ

う な 主 張 を す る の で あ ろ う か,と い う 点 で あ

る 。 こ の 点 は,次 節 で 検 討 す る こ と に す る 。

以 上 の よ う に 遅 々 と し て 進 ま な い 評 価 基 準

作 成 の 作 業 を 目の 当 た り に し て,ボ トム ア ップ

ア プ ロ ー チ へ の 期 待 が 高 ま っ て い る 。

2-2品 目 リ ス ト提 案 の 現 状

(1)台 湾 リス ト

現 状 で 提 出 され た 各 国 独 自 の 品 目 リ ス トは,

① カ タ ー ル リス ト8,② 日本 リス ト9,③ 台 湾 リ

ス トの3つ で あ る10。 こ こ で は,ボ トム ア ップ

ア プ ロ ー チ に 内 在 す る 問 題 点 を 示 唆 す る 台 湾

リス ト を 取 り上 げ,そ の 特 徴 に つ い て 考 察 す

る11。

台 湾 リス トは,議 論 の 材 料 を提 供 す る と い う

目 的 の も と に 提 出 さ れ た(TN/TE/W/44,

para.2)。

そ の中 身 は,6つ の カ テ ゴ リー と78の 品目 で

構成さ れ て い る12。 そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リー と そ

の 品 目 数 は,「 大 気 汚 染 制 御 」が19,「 排 水 管 理 」

が30,「 固 形/有 害 廃 棄 物 管 理 」が15,「 改 善/土

壌 お よ び 水 の 浄 化 」が3,「 騒 音/振 動 の 軽 減 」

が1,「 モ ニ タ リ ン グ/分 析 お よび 評 価 」が10で

あ る 。こ れ ら の カ テ ゴ リー は,お も にAPECリ

ス ト の カ テ ゴ リー を 参 照 し 作 成 さ れ て い

る13。

さ て,こ の 台 湾 リス トの 特 徴 は,台 湾 が 「直

8 リス トの中身については
,TN/TE/W/19,TN/MA/W/

24,pp.4-6を 参照 のこと。
9 リス トの中身 については

,TN/MA/W/15,TN/TE/W/

17,pp.9-16を 参照 の こ と。 邦訳 は,経 済 産業省 のHP,

http://www.meti.go.jp/policy/trade _policy/wto/wto_
db/data/manonagproO211jlist.pdf,を 参 照 の こ と

(2005.2.15accessed)。

10 また韓 国は,品 目 リス トを近 々提 出す る と述べ てい る

(TN/TE/R/10,para.52)。
11 日本 リス トの性 格 と特徴 につ いては

,日 野[2004]pp.

159-160,0ECD[2003]para.32に おいて若干考察 されてい

る。 また,カ タール リス トの性格 と特 徴については,卜1野

[2004]pp.158-159を 参照 のこ と。
12 リス トの中身につ いては,TN/TE/W/44,pp.3-5を 参照

のこと。

接 使用」(directuse)と呼ぶ品目 のみで構 成 さ

れてい る点 にある。「直接 使用」とは,汚 染 を直

接 制御 す る過程 で使用 され る,こ とを意味す る

(TN/TE/W/44,para.7)。 品 目例 としては,硫

黄分 を含 んだ燃料油の燃焼後,排 ガ スに含 まれ

る大気汚染 の原 因 とな る硫 黄酸 化物 を排 除す

る排煙脱硫 装置 な どが あげ られ る。

ところで,こ の ような基準で品 目を選ん だ理

由は,PPM基 準 な どを用い ないため環境物品

を特 定化 しやす く,ノ ミネー トした品 目に関 し

て各国の合意が得やす い点 にあ る。

この ように,台 湾 リス トの貢献 は,具 体的 な

環境物 品の品 目候補 を明示 しただ けではな く,

む しろ,よ り重要な点 は交渉の円滑化 に役立つ

環境 物品 の認定基 準 に対す る提 言 で ある とい

えよう。

(2)ボ トムア ップ アプ ローチ に 内在す る問

題 点

さて,現 状 の交渉 は上 述の ように環境物 品の

評価基準 作成 の作業 が遅 々 と して進 まないの

に対 し,品 目 リス トに関 して は台湾 リス トなど

の3点 に加えて,今 後 も交渉材料が着実 に増加

す ると予想 され る。さて,こ の ボ トムア ップ ァ

プ ローチ に内在す る問題 点 は何 もな いので あ

ろうか。トップ ダウンアプ ローチの停滞 を尻 目

に,こ の まま問題 な く交渉 を進め てい くこ とが

で きるのであろ うか。それは否 といえ よう。上

述の 台湾 リス トはボ トムア ップ アプ ローチ の

問題 点 を暗に 指摘 してい る。それ は,環 境物 品

に関す る評価基準 の不在にほかな らない。つ ま

り,今 後数 多 くの品 日 リス トが提案 されれば さ

れ るほ ど,そ れ を材料 に して環境物品の認 定を

行な う際 の調 整 コス トが膨大 にな る と考 え ら

れ る。 したが って,リ ス ト作 りの 円滑化の ため

に環境物 品の統一 的な評価基準 が,肝 要 となる

のであ る。

13 APECリ ストとは,早 期自主的分野別白由化(EVSL)交
渉の結果作成されたリストである。APECリ ストの中身に
ついては,WT/GC/W/138/Add.1,pp.11-19を 参照のこと。
なお,OECD・APECリ ストに関する分析については,11野

[2004]の第2章,OECD[2003]を 参照のこと。ただし,OECD
[2003]の両リストの品目数の比較には,要訂正箇所がある。
その点,日野[2004]はより正確な分析である。また,APEC
リストの作成方法に関しては,UNCTAD[2004]p.42を 参
照のこと。
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また,品 目 リス トがい ったん完成 した後 も,

統一 的 な評 価基準 の必要性 は依然 として存在

す る。なぜ な ら,今 後 の環境意識 の変遷 に伴 う

環境技術 の進 展 と新製 品の登場14に よ り,定 期

的な リス ト見 直 しは不可欠 であ ると考 えられ,

その 際,従 来 の リス トか ら特 定の 品 目を排 除

し,ま たは追加す るための一 定の基準が求め ら

れ るか らであ る。

また事実,ト ップ ダウ ン・ボ トムア ップアプ

ローチの両立 とい う トゥーアプ ローチ(Two

approach)を 提唱す るEC,ス イス以外の国で

も,た とえば,韓 国(TN/TE/R/10,para.84)

や タイ(TN/TE/R/10,para.48)な どの多 くの

国 々は,今 後の交渉 のために環境物 品の範囲 と

基準 につ いての認 定の必要性 を述べてい る。し

か し,こ れに対 し,米 国(TN/TE/R/10,para.

53)は,環 境物 品の評価基準 の作成 な らびにEC

が唱 える トゥーアプ ローチに反対 してい る。ま

た,ニ ュー ジー ラン ドも トゥーアプ ローチ には

賛同 していない15。 なぜ,米 国 とニュージー ラ

ン ドは,そ の ような主張 をす るのであろ うか。

その点 について次節 で検討 する。

2-3環 境物 品交渉 におけ る2つ の疑問点

以上 の検討 よ り,ト ップ ダウンアプ ローチは

充分 な進展 をみせ てお らず,ボ トムア ップアプ

ローチ は問題 点 を抱 えてい るこ とが確認 され

た。加えて,2つ の疑問点が生 じた。それ は,

なぜ環境物 品の評価基準 に対 して,EC・ スイス

の一部 の国々だけ,PPM基 準 の採 用を主張す

るのか とい う点であ る。そ して,も う1点 は,

なぜ米 国(TN/MA/W/18/Add.5,TN/TE/

W/38,para.1)と ニ ュー ジー ラン ド(TN/TE/

R/3,para.85)は,PPM基 準の採 用 と共 に環境

物 品の評価基準作 成の作業 に反対 し,ECな ど

が唱 える トゥーアプ ローチに反対す るのか,と

い う点であ る。両者の言い分 は,明 確 な対立関

係 に ある。次節で は,双 方の国 々の根底 にある

14 0ECD[1996]で は,今 後15年間に使用されるであろう環
境物品の半分は,現 在存在していないと推計 している
(p.24)。つまり,発展著しいこの分野では,今後,多 くの品
目が開発されるのである。
15 ニュージーランドは,環 境物品の評価基準作成の作業に
着手せずとも,各 国が独自に作り上げた品目リストの作成
方法の説明を通じて,両 アプローチを調和させることが可
能であると述べている(TN/TE/R/10,para.65)。

争点 を明確化 し,そ の争点 を通 してWTOの 位

置付け を問 う。

3環 境物 品交渉 におけ る争 点 と

WTOの 位置付 け

ECが,ト ゥーアプ ローチ を主張 し,環 境 物

品の評価基 準作 成の作 業の重 要性 を述べ る理

由は,ヨ ハネスブル ク実施計 画やMEA(多 国

間環境協 定）な どの地球 環境 目標(global envi-

ronmental objective)に 同意 し,評 価基準作成

の作業 に国 内外 の環境 プ ライオ リテ ィを反 映

させ る必 要 が あ る と考 え て い るか らで あ る

(TN/TE/R/9,para.74)。 換 言す ると,ECに

とって環境物 品の 自由化 の主 目的は,環 境物品

の他国の市場へ の参 入機 会の確保 であ る 「市場

アクセス」の促進 にある とい うよ りも,国 際的

な環境 イニ シアテ ィブ と協調 しなが ら,持 続可

能 な発展(SD)な どの地球環境 目標への取組み

の一翼 を担 うことであ る。そ して,こ のECの

意見 にス イスは賛 同 してい る(TN/TE/R/9,

para.80)。

これ に対 し米 国(TN/TE/R/9,para.89)は,

ニ ュー ジー ラン ド(TN/TE/R/9 ,para.82)と

共 に地球環 境 目標 へ の同意 に明確 に反対 して

いる。その理由は,原 則論 に多 くの時 間を費や

す の は,建 設 的 で は な い とい う もの で あ り

(TN/TE/R/9,para.89),そ して,NAMAの

議論 とCTESSの 議論 の齟齬 を きたす恐 れが

あるか らであ ると述べ てい る(TN/TE/R/10,

para.53)。 米国の この ようなスタ ンスか らは,

合意 された品 目が,適 正 に環境 目標 に適 うもの

であるか どうか,ま た現実の環境 目標 か らかん

がみて適正 な環境 物 品 を 自由化 品 目 と位 置づ

けているか は,次 善の 問題 である ように見受 け

られる。それ よ りも,環 境 に よ り良 い とされ る

品 目の 「市場ア クセス」の促進 こそが,主 目的

と考 え られ る。

つ まり交渉の争点 とは,環 境物 品の 自由化 の

主 目的 に他な らない。米国 な どにお いては,環

境物品の 自由化の主 目的 は,環 境 物品の 「市場

アクセ ス」の促進 にある。 したが って,環 境物

品の評価基準 に 「非経済 的 目的」を促進す る よ

うな特別の基準 を設 ける必要はな く,ま たは評

価基準 に最終 用途 目的 を適 用す れば事足 りる

のである。む しろ,環 境 に配慮 したPPM基 準
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の採用 は,オ ース トラ リアの指摘 にあ るように

「市場 アクセ ス」の増大 と貿易 自由化 を生 まず,

「市場 アクセ ス」の促進 を阻害す る,偽 装保護主

義 を 生 む 火 種 で しか な い(TN/TE/R/10,

para.57)。 一 方のECな どにおいては,環 境物

品の 自由化 の主 目的 は,SDの 実現 な どの 「非経

済 的 目的」の促進 にあ る。 したがって,そ れ に

適 うように,完 成財の環境物 品のみに焦点 をあ

て るのではな く,産 品がいかに環境 に資 する生

産方法 で生産 されたのか,す なわちPPMま で

も考慮 して評 価基準 を設 け る必要が あ るの で

ある。

そ して,こ の争点 はWTOに おけ る貿易関係

の規律へ の問題提起で もある。す なわ ち,WTO

が,環 境 とい う 目新 しい名札 を貼 られ た品 目

を,従 来の 自由化 品 目と同様 に位置付 け,各 国

の 「市場 ア クセス」の促 進のため に交渉 す るの

か,そ れ と もDMDの パ ラ6に あ る よ う に

UNEP(国 際環境計画)な どと持続 的な協 力を

図 りなが ら,「非経済的 目的」の促進のため,「同

種 の産 品(like products)」 に修正 を迫 り,

WTO協 定 に新 た なル ール を追加 す る こ とに

なるのかの重要 な論点 であ る。 もちろん,現 行

で は本稿 で考察 した通 り,環 境 物品の評価基準

にPPMを 採 用 す るこ とに賛 成す る国 は少 数

派 であ り,前 者の 主張が大 勢 を 占め て い る。

WTOは,GATT体 制時 と同様 に依然 「経済的

目的」のための 「市場ア クセ ス」の促進 に傾斜

して いるのであ る。

4む すび

本稿 では,環 境物品交渉の構 造 を把握 す るた

めの争点 を明示 し,そ れ を通 してWTOの 位置

付 けを考察 した。環境 物品交渉の争点 とその構

造 とは,EC・ ス イスの「環境派」と,米 国・ニ ュー

ジー ラン ドの 「自由貿易派 」の 自由化の主 目的

に関す る争いであった。 しか し,こ の視 点だけ

で は現状 の環境物 品交渉 の構 造 を充分 に把握

す るには足 りない。本稿 の研究で考察の対象外

に した もう1つ の重要 な争 点が あ るか らであ

る。それは,GATT体 制時か ら長 ら く存在 す る

「経済 的 目的」と 「市場 ア クセス」の関係 への問

いであ る。よ り具体 的には,貿 易 自由化 による

各国の経済 的利益 に直 結す る品 目 リス ト作成

におけ る利 害対立 であ る16。

現 行 で は,先 進 国 お よ び 途 上 国 の 作 成 した 品

目 リス トが 充 分 に提 出 さ れ て い な い 。今 後 の リ

ス トの 充 実 を 待 っ て,双 方 の 品 目 リス トが,先

進 国 同 士 の そ れ と,途 上 国 同 士 の そ れ と 共 に,

ど の よ う に 異 な る の か に つ い て 予 断 な く慎 重

に分 析 さ れ な け れ ば な ら な い 。

そ し て,そ の 考 察 の 結 果,改 め て 「市 場 ア ク

セ ス 」 と 「経 済 的 目 的 」 の 関 係 が 問 わ れ,交 渉

の も う1つ の 争 点 の 構 造 が 明 確 に 提 議 さ れ よ

う。 そ の も う1つ の 争 点 の 探 求 は,本 稿 で 考 察

した 争 点 で あ るECな ど の 「環 境 派 」 と米 国 な

ど の 「自 由 貿 易 派 」 が,な ぜ そ の よ う な 主 張 を

す る の か,そ の 経 済 的 意 味 に 対 す る 一 定 の 回 答

を提 示 す る もの と予 想 さ れ る。

本 稿 の 結 論 は,暫 定 的 な もの で しか な い 。2

つ の 争 点 に 注 視 し な が ら,今 後 の 交 渉 の 推 移 を

慎 重 に 分 析 し て い か な け れ ば な ら な い 。
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